
 第５６号議案 

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２７年３月２日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年亀岡市条例第３３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に

改める。 

 本 則（ 第８６ 条第３項 、 第 ８ ７ 条 、 第 １ ９ ４ 条 第 １ ０ 項 、 第  

１９５条第２項及び第１９６条を除く。）中「複合型サービス計

画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス

報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に、「指定複合

型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居  
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宅介護事業者」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」に改める。 

 第８条第２項中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第５条第２項

のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、

「併設されている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８５条第

６項第１号」を「第８５条第６項」に改め、同項第６号中「第８５

条第６項第２号」を「第８５条第６項」に改め、同項第７号中「第

８５条第６項第３号」を「第８５条第６項」に改め、同条第９項中

「並びに第２８条第５項及び第１１項」を「及び第２８条」に改め

る。 

 第２５条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価

を受けて」を「行い」に改める。 

 第３４条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業

所」を「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業

所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サー

ビス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。 

 第６３条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又

は向上を目指し」を加える。 

 第６６条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する

場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供

の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者

に係る指定を行った市長に届け出るものとする。  
 第６８条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にお  
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いては共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項

に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め、

「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を

加え、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同

じ」を、「指定介護予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、

「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」

を、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護

保険施設をいう。以下同じ。）」を加える。  
 第８１条の次に次の１条を加える。  
 （事故発生時の対応）  
第８１条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対す

る指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、

市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業

者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  
２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事

故に際して採った処置については記録しなければならない。  
３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知

症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行わなければならない。  
４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６６条第４項の単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供によ

り事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要

な措置を講じなければならない。  
 第８２条第２項第５号中「次条において準用する第４２条第２

項」を「前条第２項」に改める。  
 第８３条中「、第４２条」を削る。  
 第８５条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各

号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄

に掲げる 」に、 「当該各 号 」 を 「 同 表 の 中 欄 」 に改 め 、 「 と き

は、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同

項に次の表を加える。  
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当該指定小規模多機
能型居宅介護事業所
に中欄に掲げる施設
等のいずれかが併設
されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業
所、指定地域密着型特定施設、指定
地域密着型介護老人福祉施設又は指
定介護療養型医療施設（医療法（昭
和２３年法律第２０５号）第７条第
２項第４号に規定する療養病床を有
する診療所であるものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機
能型居宅介護事業所
の同一敷地内に中欄
に掲げる施設等のい
ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅
サービスの事業を行う事業所、指定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所、指定認知症対応型通所介護
事業所、指定介護老人福祉施設又は
介護老人保健施設 

看護師又は
准看護師 

 
 第８５条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併

設されている場合の項の中欄」に改める。  
 第８６条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の

表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を

「、」に改め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の 

４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１

号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加え、同条

第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１９６条に規

定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」

を加える。  
 第８８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第

１号中「１５人（」の次に「登録定員が２５人を超える指定小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に

定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。  
登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  
２８人  １７人  
２９人  １８人  

 

 

56-4 



 第９４条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価

を受けて」を「行い」に改める。 

 第１０９条中「第８５条第６項各号」を「第８５条第６項」に改

める。 

 第１１６条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確

保が困難であることその他地域の実情により指定認知症対応型共

同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の

事業所における共同生活住居の数を３とすることができる。 

 第１２４条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着

型介護予防サービス」に改める。 

 第１３８条を次のように改める。 

第１３８条 削除 

 第１５１条第２項第９号を削る。 

 第１５４条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地

域密着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域

密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び第１７項、第 

１５５条第１項第６号並びに第１８３条第１項第３号において同

じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」の

次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２

項中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」とい

う。）」に改め、同条第１３項中「若しくは指定介護予防サービス

等基準第９７条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所」を

削り、同条に次の１項を加える。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、

サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人

福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支

援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福

祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数  
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の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあっ

て、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上

（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。）とする。  
 第１５５条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の

次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。  
 第１７９条第２項に次の１号を加える。  

⑺ 次条において準用する第１０８条第２項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録 

 第１８３条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の

次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。  
 「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居

宅介護」に改める。  
 第１９３条中「以下「指定複合型サービス」という」を「施行規

則第１７条の１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。

以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という」

に改める。  
 第１９４条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービス事業を」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合型サービス」を

「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「指定複合型サービ

スを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に改め、同条第６

項中「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業者

が」を「指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該

当する複合型サービス（以下「指定複合型サービス」という。）の

事業を行う者をいう。以下同じ。）が」に、「指定複合型サービス

の」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。  
 第１９６条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型 

サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に

改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定複合型サービ  
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スの事業を行う事業所をいう。）」を加える。  
 第１９７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項

第１号中「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次

の表に定める利用定員）」を加え、同号に次の表を加える。  
登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  
２８人  １７人  
２９人  １８人  

 
 第１９８条第１項及び第３項中「指定複合型サービスの」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。  
 第１９９条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定

複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、

「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。  
 第２００条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービス

は」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改める。  
 第２０３条第１項及び第２０４条第２項中「指定複合型サービス

の」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。  
 第２０５条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護の」に、「第８５条第６項各号」を「第８５条第６

項」に改める。  
 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 
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第２条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）附

則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた整備法第５条の規定（整備法附則第１条第３号に

掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧

法」という。）第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス

に該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又

は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービス

に該当する旧法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護若

しくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正

前の亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例（以下「旧地域密着型サービス基準

条例」という。）第８条第２項の規定はなおその効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 旧法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護又は法

第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスに該

当する旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護若しく

はこれに相当するサービスについては、旧地域密着型サービス基

準条例第１５４条第１３項の規定はなおその効力を有する。 
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亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例案要綱 

 

 

１ 介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を改めること。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行すること。 
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